
議案第１１号

あきる野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和７年２月２０日

提出者 あきる野市長 中 嶋 博 幸

提案理由

国民健康保険事業における財政の健全化及び安定的な運営を図ることを目的に、課税額を

改定するため、規定を整備する必要がある。

あきる野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

あきる野市国民健康保険税条例（平成７年あきる野市条例第８９号）の一部を次のように

改正する。

第３条第１項中「１００分の５．７９」を「１００分の６．２８」に改める。

第５条中「３万円」を「３３，０００円」に改める。

第７条中「１００分の２．０８」を「１００分の２．３７」に改める。

第８条中「１１，４００円」を「１２，３００円」に改める。

第９条中「１００分の１．９７」を「１００分の２．２３」に改める。

第１０条中「１３，５００円」を「１４，７００円」に改める。

第２２条第１項第１号ア中「２１，０００円」を「２３，１００円」に改め、同号イ中

「７，９８０円」を「８，６１０円」に改め、同号ウ中「９，４５０円」を「１０，２９０

円」に改め、同項第２号ア中「１５，０００円」を「１６，５００円」に改め、同号イ中

「５，７００円」を「６，１５０円」に改め、同号ウ中「６，７５０円」を「７，３５０

円」に改め、同項第３号ア中「６，０００円」を「６，６００円」に改め、同号イ中

「２，２８０円」を「２，４６０円」に改め、同号ウ中「２，７００円」を「２，９４０

円」に改め、同条第２項第１号ア中「４，５００円」を「４，９５０円」に改め、同号イ中

「７，５００円」を「８，２５０円」に改め、同号ウ中「１２，０００円」を

「１３，２００円」に改め、同号エ中「１５，０００円」を「１６，５００円」に改め、同

項第２号ア中「１，７１０円」を「１，８４５円」に改め、同号イ中「２，８５０円」を

「３，０７５円」に改め、同号ウ中「４，５６０円」を「４，９２０円」に改め、同号エ中

「５，７００円」を「６，１５０円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。

（経過措置）



２ この条例による改正後のあきる野市国民健康保険税条例の規定は、令和７年度以後の年

度分の国民健康保険税について適用し、令和６年度分までの国民健康保険税については、

なお従前の例による。


